
１　人事院勧告

令和５(2023)年８月７日勧告　　令和５(2023)年１０月２０日閣議決定

２　給与改定の内容

（1）給料表

　　改定率　平均1.1％引上げ

　　　初任給を始め若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で引上げ。

　　　初任給は大卒11,000円、高卒12,000円の引上げ。

（2）期末・勤勉手当

　　年間支給月数　 一般職の期末・勤勉手当　0.05月ずつ引上げ

特別職の期末手当　0.1月引上げ

　＜参考＞

　期末･勤勉手当の支給月数

6月期 12月期 計 6月期 12月期 計

現行 1.20 1.20 2.40 1.00 1.00 2.00 4.40

改定後 1.20 1.25 2.45 1.00 1.05 2.05 4.50

1.225 1.225 2.45 1.025 1.025 2.05 4.50

現行 1.00 1.00 2.00 1.20 1.20 2.40 4.40

改定後 1.00 1.05 2.05 1.20 1.25 2.45 4.50

1.025 1.025 2.05 1.225 1.225 2.45 4.50

現行 1.65 1.65 3.30 3.30

改定後 1.65 1.75 3.40 3.40

1.70 1.70 3.40 3.40

３　施行期日　　

公布の日（一部の改正については令和６(2024)年４月１日施行）
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